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令和８年 2月版 

 

 

 

高齢者自立支援住宅改修給付【予防給付】は、要介護状態にならないよう転倒防止等のため改修

をおこなう場合に利用できます。 

対象者 

練馬区内に住所がある６５歳以上で、基本チェックリスト（健康長寿チェックシート）において

一定の基準※１に該当し、要支援・要介護認定審査の結果「非該当」と判定された方。 

※一定の基準とは、次の①と②両方を満たす人です。 

①基本チェックリスト№6から№10における得点が３点以上 

②基本チェックリスト№1から№20における得点が 10点以上 

対象種目、支給限度額 

改修の内容 支給限度額 自己負担額 

① 段差の解消（スロープの設置、浴室の床

のかさ上げ（浴槽の取替を含む）） 

１８万円 
２万円 

※支給限度額まで

利用した場合 

②便器の洋式化 

③床材の変更（滑りにくい床材への変更） 

④扉の変更（開き戸から引き戸への変更） 

⑤手すりの取付 

①～⑤に付帯して必要な工事 

例）・階段に手すりがなく昇り降りが危険なため手すりを設置する場合 

・玄関から居室に入る際の段差が高く、ステップを設置する場合 

・車いすを利用しやすいよう畳からフローリングにする場合 

・開き戸から引き戸にする場合 

・和式便器を使用しているが便器が低く使用しづらいため、洋式便器に取り替える場合 

自己負担額 

改修にかかる費用の 1割 

・例えば、工事費用が 20万円の場合、自己負担額は２万円で、残り 18万円を区から支給しま

す。 

・支給限度額を超えた費用は、全額自己負担となります。 

・生活保護受給者は、限度額度額内であれば費用負担はありません。 

注意事項 

・改修を行う前に申請が必要です。改修を行ってしまった場合は支給できません。 

・高齢者自立支援住宅改修の施工業者は、練馬区と協定を締結している事業者になります。協定

締結事業者につきましては、各地域包括支援センターに協定事業者一覧がございますのでご確

認ください。 

・老朽化のための工事、便利な機能を追加するため等、身体機能の低下に関わらない改修につい

ては対象外です。 

 高齢者自立支援住宅改修給付【予防給付】 
～要支援・要介護認定を受けていない方～ 



2 

 

高齢者自立支援住宅改修（予防給付）申請の流れ 

 

１ 地域包括支援センターに相談、施工業者の選定 

住宅改修工事を希望する場合は、管轄の地域包括支援センターにご相談ください。 

高齢者自立支援住宅改修の施工業者は、練馬区と協定を締結している事業者になります。協定

締結事業者につきましては、各地域包括支援センターに協定事業者一覧がございますのでご確

認ください。 

施工業者を選んでいただきましたら、住宅改修に係る見積書、工事内訳書、図面、写真等の関

係書類を依頼します。 

また、地域包括支援センター職員がご自宅を訪問し、身体状況や家屋状況等を確認します。 

 

２ 事前申請（工事前の申請） 

工事前に、工事内容等を確認しますので、下記①から⑦の書類を介護保険課給付係または地

域包括支援センターに提出してください。提出は、ケアマネジャーまたは施工業者が代行してい

ただいてかまいません。 

※郵送の場合は介護保険課給付係（〒176-8501練馬区豊玉北６－12－１）へお願いします。 
 

① 高齢者自立支援住宅改修給付申請書  ※練馬区ホームページ掲載  
 

② 工事計画書  ※練馬区ホームページ掲載  
 

③ 見積書および工事内訳書  

※見積書の宛名は練馬区長あて、社印（代表者印）等、施工業者の名称・連絡先の記載があ

るものをご提出ください。工事担当者名と連絡先も明記してください。 

※改修の種類、箇所ごとに工事内容を明記し、材料費、施工費、諸経費、消費税等を区分し

てください。工事内容に給付対象外の内容が含まれている場合、給付対象の工事部分がわ

かるようにしてください。 
 

④ 改修前と改修後の図面  

※平面図の他、必要に応じて立面図もご用意ください。 
 

⑤ 基本チェックリスト（健康長寿チェックシート）  

※地域包括支援センター職員が作成します。利用者の身体状況を確認するための資料になりま

す。 
 

⑥ 住宅所有者の承諾書 ※練馬区ホームページ掲載  

※住宅所有者が利用者以外の場合に、ご提出ください。 

 

⑦ 改修工事箇所ごとの日付入りの写真 

※工事前の写真で、必ず写真内に撮影日を入れてください。 

 



3 

３ 事前申請書類の確認  

区において工事内容を確認します。工事内容に問題が無い場合は、書類提出日から５から７日

後に下記の書類を郵送します。 

※通知が届いた後に、工事内容・金額・施工業者等の変更、工事を取りやめる場合には速やか

に、介護保険課給付係住宅改修担当までご連絡ください。工事完了後に事前申請の施工内容と

変更があった場合は、原則、給付対象外となりますのでご注意ください。 
 

●利用者あて 

① 高齢者自立支援住宅改修給付決定通知書 

※①の通知が届きましたら、通知内容を施工業者にお知らせいただき、工事着工してくださ

い。 
 

◎施工業者あて 

① 高齢者自立支援住宅改修給付委託通知書 

② 高齢者自立支援住宅改修給付工事完了届 

③ 高齢者自立支援住宅改修給付券 

④ 高齢者自立支援住宅改修施工確認書 

※②から④は、事後申請の提出書類となります。 

 

なお、練馬区では、住宅改修に係る事前申請および事後申請書類の確認を、福祉・建築等の専門家

が所属する NPO法人に委託しています。また、工事内容の確認や相談等も承っています。ご不明な

場合は、「住宅改修確認会担当」にお問い合わせください。 

（受付日時：火曜日・金曜日 9：00～11：30 電話 03-5984-4591） 

 

 

４ 工事の着工、完了、工事費用の支払い  

利用者は、工事終了後、施工業者へ高齢者自立支援住宅改修給付決定通知書に記載されている「利

用者負担額」および「超過負担」の額を支払います。そして、地域包括支援センター職員が利用者の

自宅を訪問し、工事が完了しているか、不具合がないか等確認します。 

 

５ 事後申請（工事完了後の申請） 

工事完了後、下記①から⑤の書類を提出してください。提出は、施工業者が代行していただいて

かまいません。 
 

① 高齢者自立支援住宅改修給付工事完了届 

※受託事業者欄に 会社名、所在地、代表者名、代表者印を記入・押印してください。 

※工事完了年月日欄に、工事完了日を記入してください。 
 

② 高齢者自立支援住宅改修施工確認書 

※利用者欄に、利用者の郵便番号、住所、氏名を記入してください。また、施工完了確認日を記

入してください。 

※確認者は、区へ届け出た資格取得者が確認し署名をしてください。 
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③ 高齢者自立支援住宅改修給付券 

※「代表者名」の欄は、代表者氏名および代表者印を押印してください。 

※「利用者より受領した額」の欄は、「規定による負担」の額と「超過負担」の額の合計を記入し

てください。 

※「給付物件受領者」の欄は、利用者に記入していただきますようお願いします。 
 

④ 請求書  

※区様式の請求書（12番）を使用する場合は、練馬区ホームページからダウンロードしていただ

くようお願いします。 

《請求書 12番の掲載場所》 

トップページの事業者向け⇒事業者向け情報の「会計管理室」⇒区への請求関連書類（請求書）

⇒請求書のダウンロード 

※ただし書きの欄は「高齢者自立支援住宅改修に伴う公費負担分」と記入してください。 

※内訳欄等に、工事種別、総額、利用者名、等の内訳を記入してください。 

 

⑤ 改修工事箇所ごとの日付入りの写真 

※工事後の写真で、必ず写真内に撮影日を入れてください。 

 

６ 支給  

事後申請書類をご提出いただいた後、約１か月後に委託通知書に記載してある「公費負担金

額」を施工業者ご指定の金融機関口座に振り込みます。 
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